
●
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
▼
4
月
　
日
（
振
替
休
日
）
＝
収

30

集
し
ま
す
▼
5
月
3
日
（
憲
法
記
念

日
）、
5
月
4
日
（
み
ど
り
の
日
）、

5
月
5
日
（
こ
ど
も
の
日
）
＝
収
集

し
ま
せ
ん

●
異
動
シ
ー
ズ
ン
の
窓
口
利
用

　
戸
籍
や
住
民
票
の
手
続
き
は
、
市

役
所
窓
口
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
次

の
こ
と
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
▼
比
較

的
す
い
て
い
る
時
間
帯
（
週
半
ば
の

　
時
ま
で
と
　
時
以
降
）
を
選
ぶ
▼

10

16

最
寄
り
の
支
所
や
行
政
セ
ン
タ
ー
を

利
用
す
る
▼
市
役
所
前
や
各
支
所
前

に
設
置
し
て
い
る
休
日
・
夜
間
申
請

受
付
ボ
ッ
ク
ス
を
利
用
す
る
▼
戸
籍

謄
・
抄
本
を
請
求
す
る
と
き
は
、
事

前
に
本
籍
、
筆
頭
者
を
確
認
し
、
印

鑑
を
持
参
す
る
　
※
本
籍
が
市
外

の
場
合
は
、
本
籍
地
に
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

●
誕
生
祝
金
、
記
念
品
の
申
請
を

　
煙
誕
生
祝
金（
2
万
円
）　
対
象
＝

本
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登

録
さ
れ
て
い
て
、
第
3
子
以
降
の
子

を
出
産
し
た
母（
同
一
の
母
）　
申
請

期
間
＝
新
生
児
の
誕
生
か
ら
6
カ
月

煙
誕
生
記
念
品
（
ア
ル
バ
ム
）　
対
象

＝
本
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人

登
録
さ
れ
て
い
る
人
の
新
生
児
　
申

請
期
間
＝
新
生
児
の
誕
生
か
ら
1
年

　●
国
保
の
変
更
届
け
は
　
日
以
内
に

14

　
転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類

や
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、

世
帯
主
が
同
課
か
各
支
所
、
各
行
政

セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
。
ほ
か
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
も
、
国
保
を
や

め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い
と
、
国

保
税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。
国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅

れ
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
退
職
者
医
療
制
度

　
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
会
社
な
ど

を
退
職
し
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
た
人
が
、　
歳
に
な
る
ま
で
こ
の

75

制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
年
金
証
書
を
受
け
取
っ
て
か

ら
　
日
以
内
に
同
課
か
各
支
所
、
各

14
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
。

●
4
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
が
変

　
更
さ
れ
ま
す

　
平
成
　
年
度
の
保
険
料
＝
月
額
一

19

万
四
千
百
円
（
納
付
書
は
4
月
初
旬

に
送
付
し
ま
す
。
口
座
振
替
の
場
合

は
、
引
き
続
き
指
定
口
座
か
ら
振
り

替
え
ま
す
）　
※
学
生
で
納
付
が
困

難
な
人
は
、
学
生
納
付
特
例
の
申
請

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
社
会
保
険
事

務
所
、
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支

所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
。

●
3
月
末
で
出
産
費
資
金
貸
付
制
度

　
を
廃
止
し
ま
し
た

　
国
保
加
入
者
が
出
産
す
る
際
に
、

事
前
に
出
産
育
児
一
時
金
の
一
部
を

貸
し
付
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
　19

年
3
月
末
に
廃
止
し
ま
し
た
。
代

わ
っ
て
、
出
産
育
児
一
時
金
受
取
代

理
制
度
を
平
成
　
年
2
月
か
ら
開
始

19

し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

●
老
人
医
療
対
象
者
の
高
額
医
療
費

　
支
給
申
請
手
続
き

　
月
の
自
己
負
担
限
度
額
（
所
得
に

よ
り
異
な
り
ま
す
）
を
超
え
た
人
は
、

申
請
に
よ
り
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ

ま
す
　
手
続
き
＝
保
険
証
、
老
人
医

療
受
給
者
証
、
郵
便
局
以
外
の
本
人

名
義
の
通
帳
、
印
鑑
（
同
一
世
帯
の

2
人
以
上
の
申
請
で
、
同
一
口
座
に

振
り
込
み
希
望
の
場
合
で
も
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
印
鑑
が
必
要
）
を
持
参
し

て
同
課
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン

タ
ー
で
手
続
き
を
　
※
非
課
税
世
帯

で
入
院
時
食
事
代
の
差
額
支
給
申
請

と
併
せ
て
申
請
す
る
場
合
は
、
領
収

書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

●
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
を

　
煙
住
宅
用
地
の
申
告
　
対
象
＝
家

屋
の
新
築
、
解
体
な
ど
で
用
途
の
変

更
が
あ
っ
た
人
　
※
居
住
用
家
屋
の

敷
地
は
特
例
措
置
で
税
が
減
額
さ
れ

ま
す
　
煙
現
有
者
申
告
　
対
象
＝
土

地
や
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
り
、

そ
れ
ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

●16 

括

　■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

 （
緯
0
9
5
6
・
3
2
・
2
4
2
8
）

　■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

 （
緯
0
9
5
6
・
3
4
・
1
1
4
8
）

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　■
市
役
所
資
産
税
課

　■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

相
続
登
記
を
し
て
い
な
い
人
　
煙
家

屋
滅
失
申
告
　
対
象
＝
災
害
や
都
合

な
ど
に
よ
り
、
家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
人
　
煙
不
動
産

取
得
税
の
軽
減
（
お
尋
ね
額
県
税
事

務
所
緯
0
9
5
6
・
2
3
・
4
2
1

1
）
＝
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
土
地
・

家
屋
を
取
得
し
た
場
合
に
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

●
4
月
は
固
定
資
産
税
第
1
期
分
の

　
納
付
月
で
す

　
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
な
口
座
振

替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

●
よ
り
安
全
で
お
い
し
い
水
を
飲
む

　
た
め
に

　
次
の
場
合
は
念
の
た
め
、
使
い
始

め
の
バ
ケ
ツ
1
杯
程
度
は
、
飲
み
水

以
外
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
（
通
常
の

使
用
状
態
で
は
健
康
上
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
）
▼
長
期
間
留
守
に
し
た
後

や
、
朝
一
番
に
水
を
使
用
す
る
と
き

（
消
毒
用
塩
素
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
▼
昭
和
　
年
53

3
月
以
前
に
設
置
さ
れ
た
水
道
管
を

使
用
し
て
い
る
場
合
（
鉛
管
が
使
用

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
鉛
が

溶
け
出
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
）

※
個
人
所
有
の
鉛
管
は
取
り
替
え
を

お
勧
め
し
ま
す
。

●
メ
ー
タ
ー
か
ら
蛇
口
ま
で
の
水
道

　
管
に
破
損
が
あ
っ
た
ら

　
破
損
や
水
漏
れ
を
見
つ
け
た
ら
、

水
道
局
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
道
路
な
ど

の
水
漏
れ
は
水
道
局
給
水
課
か
、
最

寄
り
の
営
業
所
、
出
張
所
に
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

●
国
道
　
号
で
配
水
管
敷
設
工
事
を

35

　
実
施
し
ま
す

　
戸
尾
市
場
か
ら
島
瀬
公
園
付
近
の

国
道
で
、
老
朽
化
し
た
配
水
管
を
新

し
い
も
の
に
替
え
る
工
事
を
夜
間
に

実
施
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
　
期
間
＝
4
～
　
月
11

●
下
水
道
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を

　
新
た
に
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
が

可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
、
平
成
　
年
19

度
か
ら
受
益
者
負
担
金
を
納
め
る
予

定
の
人
に
、
申
告
書
を
4
月
初
旬
に

発
送
し
ま
す
。
申
告
書
は
受
益
者
負

担
金
算
出
の
基
に
な
り
ま
す
。
地
番

や
土
地
の
面
積
な
ど
を
確
認
し
、
署

名
、
押
印
し
て
同
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
土
地
の
所
有
者
以
外
に
権

利
者（
借
地
人
な
ど
）が
い
る
場
合
は
、

所
有
者
と
権
利
者
が
内
容
を
確
認
の

う
え
連
署
を
　
受
付
期
間
＝
4
月
2

～
　
日
　
※
該
当
者
の
確
認
の
た
め

25
固
定
資
産
情
報
、
住
民
記
録
情
報
を

利
用
し
ま
す
。

●
道
路
・
法
定
外
公
共
物
（
里
道
・

　
河
川
）
占
用
料
の
納
付
を

　
最
寄
り
の
指
定
金
融
機
関
で
、
忘

れ
ず
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
　
納

付
期
限
＝
5
月
1
日

●
市
教
育
文
化
振
興
基
金
助
成
事
業

　
平
成
　
年
度
に
市
民
団
体
等
が
実

19

施
す
る
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
事

業
（
発
表
会
や
記
念
事
業
な
ど
）
を

対
象
に
助
成
し
ま
す
　
募
集
期
限
＝

5
月
　
日
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

31

●
業
務
を
委
託
（
平
成
　
年
度
）

19

　【
と
畜
場
使
用
料
・
冷
蔵
庫
使
用
料

の
収
納
】
佐
世
保
食
肉
セ
ン
タ
ー

（
株
）へ
　【
市
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
使
用
料
の
収
納
】（
財
）
佐
世
保
市

中
小
企
業
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ

2007.4
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権
　
同
和
問
題
と
人
権

同
和
問
題
は
、
わ
が
国
の
歴
史
発
展
の
過

程
で
形
作
ら
れ
た
、
い
わ
れ
の
な
い
身
分
差
別
で
す
。
法
制
度
の
整
備
な
ど
に
よ
り
対
策

が
講
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
就
職
や
結
婚
な
ど
で
の
差
別
は
い
ま
だ
に
解
消
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
一
人
一
人
が
因
習
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
に
対
し
て
理
解

を
深
め
、
尊
重
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。 
  　
　
■
お
尋
ね
　
市
役
所
人
権
啓
発
課

次

　■
水
道
局
給
水
課

 （
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　市民公益活動団体（NPO法人やボランティア
団体など）が、団体の活動活性化を目的に、中間
支援NPO（NPOの活動を支援する団体）や研修
機関などが実施する専門研修等へメンバーを派
遣する場合、その経費の一部を補助します。

内　容
　受講負担金、交通費、宿泊費の2分の1以内（1
人当たり上限5万円で、1団体当たり年間2名ま
で）を補助します。
※詳しくは、募集要項をご覧ください。
　市ホームページ、させぼ NPO・ボランティア
　支援ネットに掲載しています。

　暫お尋ね　市役所市民協働推進室

市民公益活動団体の
                 人材育成を支援します

　■
市
役
所
納
税
課

　■
水
道
局
給
水
課

 （
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　■
水
道
局
下
水
道
管
理
課

 （
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　■
水
道
局
建
設
課
　

（
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　■
市
役
所
土
木
部
管
理
課

 ■
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課


